
  

広 聴 特 別 委 員 会 

 

日 時  令和２年４月２４日（金） 

３常任委員会・分科会終了後 

場 所  第１委員会室 

 

付議事項 

 

１ 市議会モニターについて 

 

２ 市民懇談会について 

 

３ その他 
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山陽小野田市議会モニター募集要項 

 

１ 設置目的 

市議会の活動及び運営に関し、市民等から意見を広く聴取し、反映させる

ことにより、市民と共に歩み、市民からより信頼される議会となるため 
 

２ 主な役割 

(1) 本会議、委員会の傍聴 

(2) 議会報告会への参加 

(3) 市議会の議会だより、ホームページ、フェイスブックページの閲覧 

(4) (1)～(3)に関する意見の提出 

(5) 市議会が実施する調査への回答 

(6) 市議会が実施する意見交換会への出席 
 

３ 募集対象 

市議会に関心があり、次の要件を全て満たす人 

(1) 満１８歳以上の人（令和２年４月１日時点） 

(2) 市内在住又は市内に勤務、通学をしている人 

(3) 国又は地方公共団体の議会の議員でない人 

(4) 国又は地方公共団体の職員でない人 
 

４ 募集人数 

団体推薦 ６人程度 

公募 ４人程度（応募者多数の場合は年齢、性別、居住地等を参考に選考） 
 

５ 任期 

委嘱の日から１年間 
 

６ 募集方法 

団体推薦 議長が適当と認めた団体からの推薦 

公募 議会だより、議会ホームページによる公募 
 

７ 募集期間 

令和２年５月１５日から令和２年６月１５日まで 
 

８ 応募方法 

推薦書又は申込書を直接、郵送、ファックス又は電子メールにより議会事

務局に提出 
 

９ 謝礼 

記念品（３,０００円程度）を進呈 
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山陽小野田市議会「市議会モニター」申込書 
 

令和  年  月  日提出 

ふりがな  

年齢 歳 性別 男・女 
氏  名  

住  所 

 

 

 

（市外の方は勤務地又は通学地） 

 

職  業  

連 絡 先 

電話  

ＦＡＸ  

ＰＣアドレス  

※ ＰＣアドレス等ない場合は記入しなくて結構です。 

申込み理由 
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推  薦  書 

            令和  年（    年） 月  日 
 

山陽小野田市議会議長 小 野  泰 あて 

 

                                      推薦者 

 

 

市議会モニターとして下記の者を推薦します。 

 

記 

 

役 職 名  

 

氏  名 

 

ふりがな 

 

年  齢        歳 性  別 男 ・ 女 

住所（自宅）  

電話番号  FAX 番号  

 

メールアドレス 

 

 

 

※ ＰＣアドレス等がない場合は記入しなくて結構です。 

 
 



山 議 第  号 

令 和 ２ 年 ( 2 0 2 0 年 )  月  日 

 

 山陽小野田市○○○○ 

会長 ○○ ○○ 様 

 

山陽小野田市議会議長 小 野  泰   

 

山陽小野田市議会モニターの推薦について（依頼） 

平素から本市議会の活動につきまして、格別の御協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。 

 さて、本市議会では市議会の活動及び運営に関し、市民等から意見を広くお

聴きし、反映させることにより、市民と共に歩み、市民からより信頼される議

会となるため、市議会モニター制度を設置しております。 

 つきましては、貴団体から市議会モニターを１名選任させていただきたいと

考えておりますので、適任者を御推薦いただきますようお願い申し上げます。 

なお、推薦書につきましては、お手数をお掛けしますが、令和２年○月○日

（○）までに議会事務局へメール又はＦＡＸで提出いただきますよう重ねてお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒756-8601 

山陽小野田市日の出 1-1-1 

議会事務局 庶務調査係 担当 島津 

TEL：0836-82-1182 FAX：0836-82-1186 

E-mail：shigikai@city.sanyo-onoda.lg.jp 



 

市議会モニター推薦依頼団体（順不同）  

 

① 小野田商工会議所 

② 山陽商工会議所 

③ 小野田青年会議所 

④ 女性団体連絡協議会 

⑤ 消防団 

⑥ 文化協会 

 

それぞれ１名ずつとします。  



 

 

山陽小野田市議会市民懇談会実施要綱 

 

平成２４年３月３０日制定 

平成２５年１月１日改正 

平成２９年１２月５日改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山陽小野田市議会基本条例（平成２４年山陽小野田市条

例第２３号）第１９条第２項の規定に基づき実施する市民懇談会（以下「懇

談会」といいます。）について必要な事項を定めるものとします。 

（開催手続） 

第２条 市内で活動を行う団体及びおおむね１０人以上の市民グループ（以下

「団体等」といいます。）から議長に懇談会開催の申込みがあった場合におい

て、議長が広聴特別委員会の意見を聴き、議会運営委員会、常任委員会、特

別委員会（以下「委員会」といいます。）等に開催の指示をします。ただし、

申込みがあった懇談会のテーマから、派遣する委員会等が判断できるときは、

広聴特別委員会の意見を聴く必要がないものとします。 

２ 懇談会の開催を希望する団体等は、山陽小野田市議会市民懇談会申込書（様

式第１号）を議長に提出するものとします。 

３ 前２項の規定にかかわらず、議長が必要と判断したときは、懇談会を開催

できるものとします。 

（懇談内容） 

第３条 懇談会は、テーマを決めて行うものとし、次の各号のいずれかに該当

するものとします。 

（１）市政に関すること。 

（２）市議会に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市の重要な事項に関すること。 

２ テーマの件数は１件とします。ただし、議長が認めた場合はこの限りでは

ありません。 

（懇談会の役割） 

第４条 懇談会における司会者、テーマ報告者及び記録者は、該当する委員会

等において協議し、決定します。 

（会場等） 

第５条 第２条第１項の規定により開催する懇談会の日程、会場及び市民への

周知については、団体等の代表者と議長において協議決定します。 

 



 

 

（記録） 

第６条 懇談会の記録は、記録者において要点を整理して作成します。 

（懇談会） 

第７条 懇談会は、２時間程度とし、次第はおおむね次のとおりとします。 

（１）開会あいさつ         

（２）出席者紹介          

（３）テーマの趣旨説明       

（４）テーマの報告         

（５）意見交換           

（６）閉会あいさつ         

（資料） 

第８条 第２条第２項に基づき団体等から懇談会開催の申し込みがあった場合、

該当する委員会等は、報告内容を協議します。 

２ 懇談会での配布資料は、該当する委員会等が作成します。 

（結果の処理等） 

第９条 委員長等は、懇談会終了後、文書による報告書を議長に提出します。 

２ 市行政に対する要望、提言等で重要と思われるものについては、議長にお

いて取りまとめ、市長に文書等で報告し、対応を求めます。 

３ 第１項の報告書並びに前項の規定による報告及びその対応状況については、

市議会ホームページ等に速やかに掲載します。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるもの

とします。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行します。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１月１日から施行します。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１２月５日から施行します。 

附 則 

この要綱は、令和２年  月  日から施行します。 

 

 

 



 

 

様式第１号（第２条第２項関係） 

年  月  日 

 

山陽小野田市議会議長 宛 

 

     団体等名称 

                申請者 代表者名 

                    所在地 

                    電話番号 

山陽小野田市議会市民懇談会申込書 

市民懇談会の開催を次のとおり申し込みます。 

参加者人数 人 

項 目  

次の項目のいずれかに◯をご記入ください。 

(1) 市政に関すること (2) 市議会に関すること  

(3) (1)(2) 以外の市の重要な事項 

テーマ（テーマ

は１件です。 

 

テーマの具体

的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

１ 開催希望日時 

  第１希望日時    年  月  日（  ）午前・午後   時 

第２希望日時    年  月  日（  ）午前・午後   時 

第３希望日時    年  月  日（  ）午前・午後   時 

２ 開催希望場所    

第１希望場所    

第２希望場所    


